
   

 

2 5 日 獣 発 第 21 号 

平成 25 年 4 月 17 日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

 

公益社団法人 日本獣医師会 

会 長  山 根 義 久 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

中国における鳥インフルエンザ（H7N9 亜型）の発生に係る 

防疫対策の強化について 

 

このことについて、平成25年4月5日付け25消安第162号をもって、農林水産省

消費・安全局長から別添写しのとおり通知がありました。貴会関係者に周知方よろし

くお願いいたします。 

このたびの通知は、今般、①中国において、H7N9亜型のインフルエンザウイルスの

ヒトへの感染・死亡事例が継続して確認されていること、②今月4 日には、中国農業

部により上海市内の卸売市場のハトから、H7N9亜型のインフルエンザウイルスが検出

されたこと、③当該ウイルスは鳥類には低病原性であり、既に中国の家きんや野鳥に

広く感染している可能性のあることから、「平成 24 年度における高病原性鳥インフル

エンザ等の防御対策の強化について」（平成24年9月10日付け24消安第3025号）に

基づき行われている本病の発生予防措置の徹底及び監視体制の強化について、再度確

認する旨と、併せてハトにおける本病の監視体制の構築について都道府県知事に通知

したので、了知の上、貴会会員に円滑な防疫対策の実施に対し協力を依頼されたもの

です。 

また、家畜防疫の重要性を理解の上、貴会会員に対し周知されるとともに、適切な

対応がなされるよう指導する旨、併せて依頼されております。 

本件内容の問合せ先
公益社団法人 
日本獣医師会：事業担当 松岡・長野

TEL  03－3475－1601 
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